
１ 盲学校教育研修の目的

福岡県教育公務員の長期にわたる研修に関する規則並びに福岡県県立学校教育振興計画審議会

答申（平成４年８月１２日）に沿って策定した盲学校教育改善計画の趣旨に基づき、現職研修の

一環として本県盲学校教育に係る種々の課題を中心に研修を行い、実践的指導力と使命感を養う

とともに盲学校教員として必要とされる専門的な知見と独自の教育技術を修得させることによっ

て、盲学校教育に携わる教員の専門性の向上を図ることを目的とする。

２ 盲学校教育研修の方針

県教育センター指導主事の指導助言のもとに、同センターの施設・設備（特に視覚障害教育関

係のもの）を活用した研修等を行い、特に「視覚障害児の自立活動」に関する教育技術の習得・

向上を目指す。

３ 研修員

１名（１年間）

４ 研修期間

平成１７年４月１日～ 平成１８年３月３１日（１年間）

５ 盲学校教育研修員の研修

盲学校教育研修員は特別支援教育班に所属し、指導主事の指導助言のもとに、盲学校教育に携

わる教員の専門性の向上を図ることを目的として、同センターの施設設備（主に視覚障害教育

関係のもの）を活用して、自立活動及び盲学校等での実践的研修を行う。

(1) 盲学校教育に係る研修

ア 研修内容

①視覚障害教育の現状と課題（制度、教育課程、センター的機能、自立活動と個別の

指導計画など） ②視覚生理・病理 ③視覚障害心理

④視覚障害児の実態把握（視機能評価、視機能以外の諸検査など）

⑤盲児に対する指導内容・方法（点字、空間概念の形成、触覚活用など）

⑥弱視児に対する指導内容・方法（視覚活用指導、視覚補助具の活用など）

⑦重複障害児の指導 ⑧視覚障害者の歩行指導 ⑨視覚障害者の日常生活指導

（ ）⑩視覚障害者の進路と職業 ⑪情報機器の活用 ⑫障害者福祉 視覚障害者を中心に

イ 研修方法

(ｱ) センター内での研修

以下の５つの方法で実施する。

①指導主事による講義・演習

※ 技能面では、点字等の研修を継続的に行い、回数・内容ともに充実して、実践的な

技能の向上を図る。

②断続研修「特別支援教育（視覚障害）研修講座」の受講（２０日間）



（ 、 、 ）①視覚障害児教育基礎論Ⅰ 視覚障害教育の現状と課題 視覚障害教育概論 歴史及び思想

視覚障害教育制度、障害者福祉、教育相談）②視覚障害児教育基礎論Ⅱ（

（視覚生理・病理、ロービジョンケア、視機能評価法）③視覚生理・病理

（視覚障害心理、視覚障害児の発達と学習、実態把握）④視覚障害児心理

（教育課程、自立活動、重複障害、進路、点字、触覚活用）⑤視覚障害児教育法Ⅰ

（歩行、日常生活動作、視覚活用、視覚補助具、教科指導）⑥視覚障害児教育法Ⅱ

③外部講師による研修

○義務教育課特別支援教育室指導主事（３時間×２日）

○大島眼科病院視能訓練士（２時間×２日）

○アイネット職員による視覚障害者用情報機器等の情報（１日）

④文献・資料による理論研修

⑤受講者等支援研修

専門研修、基本研修における視覚障害のある受講者に対する点訳や誘導等の支援を通

しての研修を行う。

(ｲ) 外部施設における研修

①関係機関での見学・実習

外部施設(機関)名 研 修 内 容 日数(時間)

福岡教育大学 障害児治療教育センターの見学 ２時間

国立福岡視力障害センター 施設設備見学、訓練場面見学 １日

盲導犬協会訓練センター 施設設備見学、訓練場面見学 １日

福岡市立心身障害福祉 施設設備見学､療育場面見学､業務内容 ３時間

センター 歩行訓練の理論と指導 ３時間×４日

福岡県障害者更生相談所 施設設備見学、事業内容 １時間

福岡市発達教育センター 施設設備見学、センターの事業内容 ２時間

福岡県点字図書館 施設設備見学、点字図書館の業務内容 １時間

柳川リハビリテーション病院 施設設備見学､診療等の見学､成人のロ １日

ービジョンケア､医療検査( など) (５時間)ERG

福岡光明園 施設設備見学、活動の見学 １日

弱視特殊学級 施設設備見学、授業の見学 １日

(ｳ) 盲学校における研修

盲学校名 研 修 内 容 日数(時間)

在籍校研修 実態把握及び授業実践 １０日(高等盲／柳河盲)

指定盲学校研修 授業参観､実習､講話､施設設備見学 ６日(福岡盲)

盲学校訪問研修 施設設備見学、授業参観、講話 ２日(各１日)(高等盲･北盲)

(ｴ) 重点課題研修

特に研修したい内容についてテーマを設定し重点的に研修する。在籍校における授業実

践と関連させて実施し、その結果等をまとめる。
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(2) 盲学校教育研修以外の研修

ア 特別支援教育全般に関する研修

特別支援教育全般に関する識見を養い、盲学校教育だけでなく今後の特別支援教育におけ

るリーダーとしての資質を高める （軽度発達障害に関する識見を含む）。

センター内での研修

・指導主事による講義・演習
・断続研修「特別支援教育（視覚障害）研修講座」受講

盲 ・外部講師(教育庁指導主事､視能訓練士､アイネット職員)による講義
・文献・資料による理論研修

学 ・教育相談支援研修
・受講者等支援研修

校
外部施設における研修

教
・福岡教育大学での障害児治療教育センターの見学

育 ・盲導犬協会訓練センターでの施設設備・訓練場面の見学
・国立福岡視力障害センターの施設設備・訓練場面の見学

に ・柳川リハビリテーション病院での施設設備・検査等の見学、演習
・福岡市立心身障害福祉センターでの施設設備・療育の見学、講義

係 ・福岡市立心身障害福祉センター及び周辺での歩行訓練の理論と演習
研 ・福岡県障害者更生相談所の見学
る ・福岡市発達教育センターの見学

修 ・福岡県点字図書館の見学
研 ・福岡光明園の見学及び実習

の ・弱視学級の施設設備・授業の見学
修

全 盲学校における研修

体 ・在籍校研修（重点課題研修にからめて１０日間の授業実践）
・指定盲学校研修（専門的な実践力の向上をねらい６日間の実習）

像 ・盲学校訪問研修（在籍校以外の盲学校の見学）

重 点 課 題 研 修

・個人テーマに基づく研修

特別支援教育全般に関する研修
そ
の ・短期研修講座受講（ 講座、 講座、 講座、その他）604 609 610
他 ・特別支援教育部の部内研修
の ・教育相談支援研修
研 ・特命研究協力校や重点課題指定校等の公開授業研究会への参加
修

一般研修

・所内研修
・長期派遣研修員を対象とする研修（長研部会主催）
・他の部主催の短期研修講座受講（２講座）
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(ｱ) 短期研修講座受講

① 講座「スキルアップ！特別支援教育コーディネーター （４日間）604 」

② 講座「障害のある子どもの理解と支援 （２日間）609 」

③ 講座「視覚や視覚に障害のある子どもの理解と支援 （２日間）610 」

※上記の講座は基本的に受講し、 講座については支援を行う。その他の講座（特別610

支援教育部主催分）については、担当指導主事の許可を得て、可能な限り選択、受講

する。

(ｲ) 特別支援教育部の部内研修

部長、主任、各指導主事による講義受講

(ｳ) 教育相談支援研修

センターで行う教育相談を実際に支援（心理検査の実施等）することを通して、教育相

談に関する基本的な資質を高める （心理検査の結果の解釈、相談者への支援等の場面に。

可能な場合同席）

(ｴ) 中長期の特命研究協力校や重点課題指定校等の公開授業研究会への参加

イ 一般研修

学校経営や教育活動全般等に関する幅広い識見を養い、学校運営におけるリーダーとして

の力量を培う。

(ｱ) 所内研修

(ｲ) 長期派遣研修員を対象とする研修（長研部会主催）

(ｳ) 他の部主催の短期研修講座（受講数については２講座まで可能、長研部会より指示）

※ その他、課題に応じ自主的に研修を進める。


